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○北斗市町内会館等運営補助金交付要綱 

平成24年６月１日 

訓令第19号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、明るく住みよい地域社会の実現及び住民福祉の増進を図るため、地域

コミュニティ活動拠点施設として有効活用することを目的に町内会等が設置又は管理す

る町内会館等の管理運営にかかる経費の一部を補助することに関し、必要な事項を定める

ものとする。 

（通則） 

第２条 この要綱による補助金の交付については、この要綱に定めるもののほか、北斗市補

助金等交付規則（平成18年北斗市規則第40号）及び北斗市補助金等交付要綱（平成18年

北斗市訓令第35号）の定めるところによる。 

（補助対象経費及び補助率） 

第３条 この要綱において、補助対象経費及び補助率は次のとおりとする。 

(1) 町内会館等に係る電気料のうち基本料金の全額 

(2) 町内会館等に係る上・下水道料のうち基本料金の全額 

(3) し尿汲取料の３分の２の額 

(4) 消防設備点検費用（法定点検）の３分の２の額 

(5) 町内会館等の敷地（町内会館等の延べ床面積の2.5倍以下の土地の部分に限る。）の

借地料年額。ただし、当該敷地の固定資産税評価額を0.7で除して得た額に0.04を乗じ

て得た額を上限とする。 

（補助金の対象期間及び交付時期） 

第４条 補助の対象期間は、４月から３月分までとし、交付時期は申請のあった町内会等か

ら順次交付するものとする。 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、第３条各号の規定により算定する額の合計額とする。 

（補助金の交付の申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする町内会は、次に掲げる書類を市長に提出しなければ

ならない。 

(1) 町内会館等運営補助金交付申請書 

(2) 町内会館の運営にかかる決算書 
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(3) 第３条に規定する電気料（基本料金）の分かる書類 

(4) その他市長が必要と認める書類 

（補助金の交付） 

第７条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、そ

の交付を決定し、補助金の交付の条件を付した指令書を交付するものとする。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。 

附 則 

この訓令は、公布の日から施行し、平成24年４月１日から適用する。 

附 則（平成30年２月１日訓令第１号） 

この訓令は、公布の日から施行し、平成29年４月１日から適用する。 

 


